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１．修繕目的 

現在、東隈浄水場沈殿池フロキュレーター軸封部から漏水しており、原因は

軸封部のシール材等の劣化による損傷が考えられる。状態が悪化すると、周囲

の構造物を破損させ、浄水処理に影響が出る恐れがあるため、軸封部の修繕を

行う。 

 

２．修繕対象 

東隈浄水場沈殿池フロキュレーター軸封部 

（フロキュレーター№1-1、1-2、1-3、2-1、2-2、2-3） 

 

３．修繕材料 

  ・㈱PILLAR 端面摺動形軸封ユニット G1-FL-70 同等品 

     （シールリング、ドライブバンド、Oリング等含む） 

    対象フロキュレーター：№1-3、2-3 

  ・㈱PILLAR 端面摺動形軸封ユニット G1-FL-80 同等品 

     （シールリング、ドライブバンド、Oリング等含む） 

    対象フロキュレーター：№1-2、2-2 

  ・㈱PILLAR 端面摺動形軸封ユニット G1-FL-90 同等品 

     （シールリング、ドライブバンド、Oリング等含む） 

    対象フロキュレーター：№1-1、2-1 

 

４．特記事項 

（１）浄水場の運転に支障が出ないよう、事前に担当職員と施工内容・施工日程を協議

すること。 

（２）沈殿池水槽及び施工場所周囲を汚染することがないよう、養生を行った上で施工

すること。 

（３）施工後に試験運転及び調整を行い、施工に問題がないことを確認すること。 



 

５．保証 

  引渡し後、１ヶ年以内に受託者の責任に起因する故障が発生した時は、無償で修繕又は

取替を行わなければならない。但し、天災・地変・不可抗力による事故、又は取扱上の不

注意による故障はこの限りではない。 


